
    【ハイライト】 

★「安心おとどけ隊」 最近の行事から・・・活動の様子をご紹介します。 

★悪質商法から身を守る・・・その実例と対処法 

★『支え合いひろば ひだまり』・・・これからの行事予定です！ 

★地域支え合いの担い手になってみませんか？ サポーター募集しています！ 
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『支え合いひろば ひだまり』 ＆ 安心おとどけ隊 

特定非営利活動法人 志民アシストネットワーク 

〒332-0021 川口市西川口5-2-1-106 ☎048-250-5587 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://shimin.jp/anshin/  ﾒｰﾙ: anshin＠shimin.jp  

11月から12月にかけての安心おとどけ隊はイベントが目白押しでした！その様子をお知らせしましょう・・・ 

  ●安心セミナー11/6・・・・・毎日を安心して暮らす。 悪質商法から、我家の中での事故から身を守る 

埼玉県の消費生活支援センターから講師をお招きして 

「悪質商法の実例と対処法」についてのお話を。 

そして女性建築士から見た安全に暮らす住まいの 

ポイントを伺いました。 

なお悪質商法から身を守るは次ページで詳しくご紹介しましょう！ 

 

                                      

          ●安心セミナー12/5・・・・・楽しく身体を動かす健康体操 

         高齢期を元気に過ごすために 

         「簡単な運動で、楽しく身体を 

         動かす」をモットーに、地域で 

         体操教室を開催してる専門家 

         をお招きし、いろいろと楽しめ 

         る体操を実践しました。 

     

            ●サポーター研修会12/3と9・・・テーマは「聴き上手になる 

         ための心得」（傾聴） 

         サポート活動はご依頼されたお手伝いだけでなく、「ご利用 

         者さまとのおしゃべり」もとても大切なもの。  

         しかし普段の何気ない会話で、自分が話し手になることには 

●サポーター研修会12/11・・・悪質商法の実例と対処法   慣れていても・・・｢聴き上手｣になることは簡単ではありま 

被害が急増中の悪質商法にだまされないためには、     せん。 そこでこのテーマで聴く力を磨いてみました。 

身近な実例を知り、普段から心の準備をしておくことが 

肝心！・・・サポート活動中の「ご利用者さまとのおしゃべり」 

のなかで、何気なくアドバイスして差し上げられるよう・・・ 

サポーター自身の予備知識を身につけました。 

 

 

 

 

       

  

●初心者DIY研修会11/5～26 4回 

電動工具の使い方を学び、小さな木工製品を作って 

みました。 



『悪質商法から身を守る・・・その実例と対処法 

『支え合いひろば ひだまり』・・・これからの行事予定です！ 

70歳以上の女性をターゲットにした(通称)オレオレ詐欺の被害は急上昇中！ 

次々と新たな手口が考えだされていています。 

   やさしいことばやうまい話で会話に巻き込み、高齢者の不安や寂しさに 

   つけこみます。 

   近づいて来る悪質な敵に引っかからないためには、 

   まず予備知識と対処法をきちんと身につけておくことが肝心です。 

そして・・・訪問販売や電話勧誘販売で、思わず買ってしまったら 

８日以内にクーリングオフ！ 

         困った時には安心おとどけ隊にご相談ください。 

終活セミナー 
1月23日木曜日 10時～12時 市民パートナーステーション 

 内容⇒エンディングノートの書き方 

終活セミナー 
2月20日木曜日 10時～12時 市民パートナーステーション 

 内容⇒成年後見について 

地域支え合いの担い手になってみませんか？  サポーター募集しています！ 

安心おとどけ隊には現在登録サポータが199名います。 

活動しているエリアは川口市・戸田市・蕨市と南浦和近辺と 

非常に広いため、もっとたくさんのサポーターの協力が必要です。 

ご自身の空いた時間を、そしてあなたの真心と経験を 

ご近所の人の手助けに使ってみませんか？ 

有償ボランティアとしてサポート１時間あたり 

800円の謝礼金をお渡ししています。 

《こんな風に近づいてきます！》 

行事に関するお問い合わせや 参加申し込み 

そしてサポーター登録希望の方は  

     安心おとどけ隊へお電話ください。 

      ☎  048-250-5587 

支え合いひろばの 《おたのしみ会》 
1月14日    火曜日 13時半～15時半  津軽三味線 

2月13日    木曜日 13時半～15時半  映画会 

   安心おとどけ隊ブログもごらんください！ http://anshin521.blog3.fc2.com/ 

 Facebookも始めましたのでご覧ください。 

 ⇒検索バーに「志民アシストネットワーク安心おとどけ隊」と入力       

      お問合せは ☎ 048-250-5587 へどうぞ。月～金 10～17時 

①「無料で点検にきました」と偽り 

・・・『すぐ修理しないと危ない！』 など 

と見えない個所の悪さを強調 

⇒公的機関の職員が自宅を訪問して 

 販売することはあり得ません。 

 タダより高いものはなし。 

 その場で口頭で了解しても契約は成立してしまいます！ 

②健康食品等の送り付け・・・『以前注文された健康食

品をこれから発送します』などと突然電話が来ます。 

自分で注文した覚えが無いのに、巧妙に言いくるめら

れたり、高圧的に言われると承諾してしまいます。 

⇒きっぱりと「いりません！」と断ること。万一代金引換

などで商品が送られてきても【受け取り拒否】すること。 

留守中に商品がおかれて行ってしまったら、着払いで

業者に送り返すこと。 

③突然の訪問で家に入り込み、強引な買取などの勧誘 

⇒まずは玄関に入れないことが大切。そして「説明だけでも 

  聞いてもらいたい」等の言葉に乗せられない。 

  一旦話を聞いたら、あとひと押しと思われて、さらに押し迫られます。 

  そして、いらないものははっきりと断ること。 


